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高
速
道
路
会
社
管
理
の
高
速
道
路
料
金
の
決
定
・
変
更
に
つ
い
て
の
政
府
の
関
与
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
関
す
る
具
体
策
」
（
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
国
民
の
要
望
の
強
い

高
速
道
路
料
金
の
引
き
下
げ
な
ど
に
よ
る
既
存
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
率
的
活
用
・
機
能
強
化
の
た
め
の
新
た
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
九
年
十
二
月
七
日
付
）
に
よ
れ
ば
高
速
道
路
料
金
を
引
き
下
げ

る
こ
と
と
引
き
替
え
に
道
路
特
定
財
源
を
投
入
す
る
と
い
う
趣
旨
の
内
容
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
高
速
道
路
料
金
の
決
定
・
変
更
に
お
い
て
、
政
府
の
関
与
は
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
に
よ
り
国
土
交
通

大
臣
の
許
可
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
一
三
号
）
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

政
府
は
旧
日
本
道
路
公
団
等
か
ら
民
営
化
さ
れ
た
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
等
（
以
下
「
高
速
道
路
会
社
」
と
い

う
。
）
か
ら
の
申
請
に
対
す
る
許
可
と
い
う
形
で
し
か
高
速
道
路
料
金
の
決
定
・
変
更
に
は
関
与
で
き
な
い
の
か
。
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

�

政
府
の
側
か
ら
「
高
速
道
路
会
社
」
に
対
し
て
高
速
道
路
料
金
の
変
更
・
決
定
の
申
請
を
促
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
の

一



か
。
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


